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災害対応の各段階

• 初動対応（当日中）

• 応急対応（１－３日後）

• 応急～復旧（3日ー１週間後）

• 復旧対応（1週間ー１ヶ月後）

• 復興（１ヶ月後ー）

地方都市等における地震防災のありかたに関する専門調査会報告（平成24年）
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発災時の行動について
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なぜ今でも「机の下」なのか

• 1981年(昭和56年）以降の新耐震基準では天
井が落ちることはないのでは。

• 家具の転倒防止がされていないことが多い。

• 机の下という避難行動の意味は、「落下物な
どからからだを守り、身近に存在する丈夫な
空間に避難する」こと。特に頭部を守るという
避難行動を象徴

• もう少し頭を守ることを強調する必要
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提供：NPO震災から命を守る会
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和歌山市
HMより
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建物は耐震化しても
屋内で転倒防止が
なければだめ

特に本棚など背の高い

家具は倒れやすい
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指差誘導法と吸着誘導法

• 指差誘導法

誘導員は「出口はあちらです。あちらへ逃げて下さ
い」と大声で叫ぶとともに、上半身全体を使って出
口方向を指します。誘導員自身も出口に向かって
移動する。

• 吸着誘導法

誘導員は自分のごく近辺にいる1名ないし2名の避
難者に対して、「自分についてきて下さい」と働きか
け、自分が働きかけた少数の避難者を実際にひき
つれて避難する。

杉万１９８８ 8



吸着誘導法

指差誘導法

杉万1988

東日本大震災における児
童・生徒の避難が吸着誘
導法となり、周辺の一般
の方へ影響を与えた。

率先避難者
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災害対応の各段階

• 初動対応（当日中）

• 応急対応（１－３日後）

• 応急～復旧（3日ー１週間後）

• 復旧対応（1週間ー１ヶ月後）

• 復興（１ヶ月後ー）

地方都市等における地震防災のありかたに関する専門調査会報告（平成24年）
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避難場所と避難所

• 指定緊急避難場所

災害が発生し、又は発生するおそれがある場
合にその危険から逃れるための避難場所

相互に兼ねることも可能

• 指定避難所

災害の危険性があり避難した住民等を災害の
危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、ま
たは災害により家に戻れなくなった住民等を一
時的に滞在させるための施設

災害対策基本法の改正（平成25年)
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http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/013/007/shiryo/__icsFiles/afie
ldfile/2013/12/26/1342793_1.pdf

文部科学省

学校施設における「緊急避難場所」と「避難所」
の関係
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宮古市田老町多目的アリーナ避難所
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東日本大震災における
災害応急体制の課題

• 避難所運営・管理

避難所運営において時々のニーズに応じた
各種支援・サービスが十分でなかった。

• 女性や災害時要援護者への配慮

男女共同参画、障がい者、高齢者等への配
慮が不足した。

内閣府（防災担当）平成24年14



内閣府（防災担当）平成24年15

内閣府（防災担当）平成24年16



避難所について災害対策基本法の改正（平成25年）

東日本大震災の経験をもとに避難所の
環境改善について法的に規定

86条の６
避難所における生活環境の整備等

86条の７

避難所以外の場所に滞在する被災者
についての配慮

市町村等においては、地域の特性を踏
まえて、本取組指針を用いて、適切に対
応するための参考資料

要配慮者：要介護高齢者、障害児者、
妊産婦、乳幼児、アレルギー等の慢性
疾患を有する者、外国人等 17

日本赤十字社 2014年3月

、「避難所の給水：1人あたり1日15L、トイレの設置：50人あたり
1ヵ所、男性用1に対し女性用3の割合」等が示されている。
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文部科学省
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災害時要援護者の避難支援に関する
検討会（平成25年）

• 65歳以上の高齢者の死亡率 6割

• 障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率
の約2倍等

避難に必要な情報が届かなかった、避難すべ
きか否かを判断できなかった、必要な避難支援
を受けられなかった、寝たきりの状態や、老々
介護で避難できない
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報告書からの提言
避難行動における要援護者支援

• 要援護者から同意を得たうえで、平常時から
支援者に名簿を提供することの必要性を明記
するとともに、現状の同意方式には守秘義務
について記載がなされていないことから、支
援者に守秘義務を課し、あわせて名簿の適正
管理を求めること。

支援者の安全、名簿の活用した安否確認
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仮設住宅（応急仮設住宅）

• 災害救助法第23条第1項第1号

• 住家の全壊等により居住する住家がないも
ので、自らの資力では住宅を得る事ができな
いものに対して2年間を限度に、一時的な居
住の安定を図るもの。

• 一般的に1年間の延長は特例として可能

• 阪神淡路大震災では5年の事例

• 耐用年数は7年に規定（減価償却期間など）

23

仮設住宅

• プレハブ仮設住宅

1住宅あたりの面積は

約9坪（29.7ｍ２）で原材
料・労務費・附帯設備工
事費・輸送費など災害救
助法の対象

• 借上げ公営住宅等

• 借上げ民間住宅等

（仙台市）

仙台市

平田（2013）
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和歌山県内の
防災教育事例
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防災教育のキーワード

• 自然理解

自然現象とはどのような仕組みで、なぜ発生す
るのか 歴史的経験

• 想像力

大きな災害が発生したら、自分や家族に何が起
こり、どうすればよいのかを想像する力の育成

• 対応能力

発生する自然現象に応じて、適切な対応をとる
能力を育てる安全教育 避難訓練
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そのために事前にどんなこ
とになるかイメージできた
ら行動につながるのです。
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自分の住んでいる場所が
どのように形成されたのか、

どんな災害が
発生していたのか
知っていますか。

ジオパークでは住民が地
域を学び、観光客の方に
アピールする 28



土地条件図 那智勝浦（国土地理院）

山麓堆積物
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宇久井中学校の位置

東海・東南海・南海３連動地震
津波浸水想定図（和歌山県）

南海トラフの地震が発生すると、低地では津波の第1波が
10分以下でやってくる可能性が高い。

学校は高台にあり、学校にいるときは地震や津波は安全。

南海トラフの巨大地震
津波浸水想定図（和歌山県）

今西客員教員
と此松が担当

那智勝浦町立宇久井中学校での防災教育支援
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那智勝浦町宇久井中学校での
防災教育プログラムの開発と実践

３．１１メッセージの視聴による感動

災害の悲惨さから、心を動かして自分で動くきっかけにする

地震や津波についての講座

イメージできなければ、自ら避難行動ができない

通学路防災マップの作成や避難所運営体験

自ら通学路でどのようなことが発生するかイメージできるようになる

感動・講座・体験によって自ら危険についてイメージし
行動できるようになる。

今西客員教員
と此松が担当

知る・できる

教えられる
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那智勝浦町宇久井中学校での
防災教育プログラムの開発と実践

３．１１メッセージの視聴による感動
東日本大震災の報道写真を素材に編集し、心に残るメッセージを作成し
多くの和歌山県、大阪府南部の方に視聴していただいている。

災害の悲惨さから、心を動かして自分で動くきっかけにする

地震や津波についての講座
動画や写真を利用して科学的に地震や津波の災害を知ってもらう。

イメージできなければ、自ら避難行動ができない

通学路防災マップの作成や避難所運営体験
自分たちの通学路について、安全かどうかを点検する。避難所について考えてもらう。

自ら通学路でどのようなことが発生するかイメージできるようになる

感動・講座・体験によって自らの危険をイメージして行動できるようになる。

今西客員教員
と此松が担当
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知らないから行動するまで

知らない（わからない）

教えられる

知る（わかる）

できる

やる（行動する）

多くの訓練が必要

体験的プログラム

講座

自分も行動しないと
恥ずかしい

一方向

双方向・全方向
図上訓練など
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まとめ
• 時系列で災害対応についてイメージする

• 自然理解、想像力、対応能力を学ぶこと
で避難行動が可能。

• 自分の住んでいる場所を歴史を知ること
が重要

• リアルな防災訓練が重要

• 感動・講座・体験によって自らの危険をイ
メージして行動できるようになる。
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